
（１） 短期入所生活介護の利用料（地域単価 6 級地 10.33 円） 

ア．基本利用料 

【併設型短期入所生活介護費（従来型個室・多床室）】 

利用者の 

要介護度 

基本利用料 （日額） 

※(注 1)参照 

利用者負担額 （日額） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護 １ 
６，２２８円 

(603 単位) 
６２３円 １，２４６円 １，８６９円 

要介護 ２ 
６，９４１円 

(672 単位) 
６９５円 １，３８９円 ２，０８３円 

要介護 ３ 
７，６９５円 

(745 単位) 
７７０円 １，５３９円 ２，３０９円 

要介護 ４ 
８，４１８円 

(815 単位) 
８４２円 １，６８４円 ２，５２６円 

要介護 ５ 
９，１３１円 

(884 単位) 
９１４円 １，８２７円 ２，７４０円 

（注１） 上記の基本料金は、単位数×地域加算であり、厚生労働大臣が告示で定める金額です。

これが改定された場合は、これら基本料も自動的に改定されます。なお、その場合は事

前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。また、負担割合については、市町村が

発行する「介護保険負担割合証」にてご確認ください。 

※重要事項説明書にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなります。 

 

 

イ． 加算 

以下の要件を満たす場合、上記の基本料金に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件等 加算額 利用者負担額 

機能訓練体制加算 
常勤専従の機能訓練指導員を配置し

た場合 

１２３円／日 

（12 単位） 

１割     １３円 

２割     ２５円 

３割     ３７円 

個別機能訓練加算 

利用者に対して、個別機能訓練計画

を作成し、機能訓練を行っている場合 ５７８円／日 

(56 単位) 

１割     ５８円 

２割     １１６

円 

３割     １７４

円 

看護体制加算（Ⅰ） 

当該加算の体制・人材要件を満たす

場合 

※それぞれの要件を満たした場合、加

算Ⅰと加算Ⅱをそれぞれ算定できる 

４１円／日 

(4 単位) 

１割      ５円 

２割      ９円 

３割     １３円 

看護体制加算（Ⅱ） 
８２円／日 

(8 単位) 

１割      ９円 

２割     １７円 

３割     ２５円 

医療連携強化加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして届け出ており、厚生

労働大臣が定める状態にあるものに

対してサービスを行った場合 

５９９円／日 

(58 単位) 

１割     ６０円 

２割    １２０円 

３割    １８０円 

夜勤職員配置加算 最低基準を１以上上回る数の夜勤職 １３４円／日 １割     １４円 
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（Ⅰ） 員が配置されている場合 (13 単位) ２割     ２７円 

３割     ４１円 

認知症行動・心理

症状緊急対応加算 

認知症の行動・心理症状が認められ、

緊急に短期入所生活介護が必要と医

師が判断した場合（７日を限度） 

２，０６６円／日 

(200 単位) 

１割    ２０７円 

２割    ４１４円 

３割    ６２０円 

若年性認知症利用

者受入加算 

若年性認知症利用者へサービス提供

した場合 

１，２３９円／日 

(120 単位) 

１割    １２４円 

２割    ２４８円 

３割    ３７２円 

認知症専門ケア加

算（Ⅰ） 

当該加算の施設体制を満たし、認知

症症状をもつ利用者へ専門的な認知

症ケアを行った場合 

３０円／日 

(3 単位) 

１割      ３円 

２割      ６円 

３割      ９円 

送迎加算 
送迎を行った場合 １，９００円／日 

(184 単位) 

１割    １９０円 

２割    ３８０円 

３割    ５７０円 

緊急短期入所受入

加算 

要件を満たした上で緊急の受入を行っ

た場合（７日を限度※状況により１４日

を限度） 

９２９円／日 

(90 単位) 

１割     ９３円 

２割    １８６円 

３割    ２７９円 

療養食加算 
要件を満たした上で療養食を提供した

場合（１日に３回を限度） 

８２円／食 

(8 単位) 

１割      ９円 

２割     １７円 

３割     ２５円 

在宅中重度者受入

加算 

居宅において訪問看護の提供を受け

ていた利用者が、利用していた訪問看

護事業所から派遣された看護職員に

より健康上の管理等を受けた場合 

４，２６６円／日 

(413 単位) 

１割    ４２７円 

２割    ８５４円 

３割  １，２８０円 

生産性向上推進体

制加算（Ⅱ） 

委員会の開催や必要な安全対策を講

じ、見守り機器等のテクノロジーを１つ

以上導入し、実績データを厚生労働省

に報告した場合 

１０２円／月 

(10 単位) 

１割     １１円 

２割     ２１円 

３割     ３１円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅱ） 

介護職員の総数に占める介護福祉士

の割合が６０％以上の場合 
１８５円／日 

(18 単位) 

１割     １９円 

２割     ３７円 

３割     ５６円 

介護職員処遇改善

加算（Ⅰ） 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注２）参照 

※2024 年５月までの算定 

（基本料金＋加算）

の８．３％／月 

左記の額に対し

１～３割 

特定介護職員等処

遇改善加算（１） 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注２）参照 

※2024 年５月までの算定 

（基本料金＋加算）

の２．７％／月 

左記の額に対し

１～３割 

介護職員等ベース

アップ等支援加算 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注２）参照 

※2024 年５月までの算定 

（基本料金＋加算）

の１．６％／月 

左記の額に対し

１～３割 

介護職員等処遇改

善加算 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※基本サービス費に各種加算・減算を

加えた総単位数（所定単位数）の

136/1,000 

※2024 年６月からの算定 

（基本利用＋各種

加減算 ）の１ ３ ．

６％／月 

左記の額に対し

１～３割 

（注２） 当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。 

※上記金額の自己負担額については、１日または１回あたりの介護報酬単価に地域単価（10.33

円）を乗じ、その利用者負担額を切り捨てて算出するため、ご利用回数等により変動がございま

す。 



（２） 介護予防短期入所生活介護の利用料（地域単価 6 級地 10.33 円） 

ア．基本利用料 

【併設型介護予防短期入所生活介護費（従来型個室・多床室）】 

利用者の 

要介護度 

基本利用料 （日額） 

※(注３)参照 

利用者負担額 （日額） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援 １ 
４，６５８円 

(451 単位) 
４６６円 ９３２円 １，３９８円 

要支援 ２ 
５，７９５円 

(561 単位) 
５８０円 １，１５９円 １，７３９円 

（注３） 上記の基本料金は、単位数×地域加算であり、厚生労働大臣が告示で定める金額です。

これが改定された場合は、これら基本料も自動的に改定されます。なお、その場合は事

前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。また、負担割合については、市町村が

発行する「介護保険負担割合証」にてご確認ください。 

※重要事項説明書にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなります。 

 

 

イ．加算 

以下の要件を満たす場合、上記の基本料金に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件等 加算額 利用者負担額 

機能訓練体制加算 
常勤専従の機能訓練指導員を配置し

た場合 

１２３円／日 

（12 単位） 

１割     １３円 

２割     ２５円 

３割     ３７円 

個別機能訓練加算 
利用者に対して、個別機能訓練計画

を作成し、機能訓練を行っている場合 

５７８円／日 

(56 単位) 

１割     ５８円 

２割    １１６円 

３割    １７４円 

認知症行動・心理

症状緊急対応加算 

認知症の行動・心理症状が認められ、

緊急に短期入所生活介護が必要と医

師が判断した場合（７日を限度） 

２，０６６円／日 

(200 単位) 

１割    ２０７円 

２割    ４１４円 

３割    ６２０円 

若年性認知症利用

者受入加算 

若年性認知症利用者へサービス提供

した場合 

１，２３９円／日 

(120 単位) 

１割    １２４円 

２割    ２４８円 

３割    ３７２円 

送迎加算 
送迎を行った場合 １，９００円／日 

(184 単位) 

１割    １９０円 

２割    ３８０円 

３割    ５７０円 

療養食加算 
要件を満たした上で療養食を提供した

場合（１日に３回を限度） 

８２円／食 

(8 単位) 

１割      ９円 

２割     １７円 

３割     ２５円 

生産性向上推進体

制加算（Ⅱ） 

委員会の開催や必要な安全対策を講

じ、見守り機器等のテクノロジーを１つ

以上導入し、実績データを厚生労働省

に報告した場合 

１０２円／月 

(10 単位) 

１割     １１円 

２割     ２１円 

３割     ３１円 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数に占める介護福祉士

の割合が 80%以上または勤続 10 年以

上の介護福祉士が 35%以上の場合 

２２７円／日 

(22 単位) 

１割     ２３円 

２割     ４６円 

３割     ６９円 

介護職員処遇改善 当該加算の算定要件を満たす場合 （基本料金＋加算） 左記の額に対し



加算（Ⅰ） ※（注４）参照 

※2024 年５月までの算定 

の８．３％ １～３割 

特定介護職員等処

遇改善加算（Ⅰ） 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注４）参照 

※2024 年５月までの算定 

（基本料金＋加算）

の２．７％ 

左記の額に対し

１～３割 

介護職員等ベース

アップ等支援加算 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※（注４）参照 

※2024 年５月までの算定 

（基本料金＋加算）

の１．６％ 

左記の額に対し

１～３割 

介護職員等処遇改

善加算 

当該加算の算定要件を満たす場合 

※基本サービス費に各種加算・減算を

加えた総単位数（所定単位数）の

136/1,000 

※2024 年６月からの算定 

（基本利用＋各種

加減算 ）の１ ３ ．

６％／月 

左記の額に対し

１～３割 

（注４） 当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。 

※上記金額の自己負担額については、１日または１回あたりの介護報酬単価に地域単価（10.33

円）を乗じ、その利用者負担額を切り捨てて算出するため、ご利用回数等により変動がございま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３） その他の費用 

食費 

① 基本料金  朝食４４０円 昼食８００円 夕食６６０円 

（ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、

実際にかかった金額（各食の合計）と負担限度額のどちらか少な

い金額を１日あたりの額とします） 

② 利用者の希望により特別な食事を提供した場合は、費用の実費を

いただきます 

滞在費 

従来型個室 １，３２０円（１日につき） 

多床室    １，０１０円（１日につき） 

（ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載

されている額とします。） 

理美容代 実費 

複写サービス サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 （１頁 １１円） 

電気代 
個人使用の電化製品（テレビ、電気毛布等）を持ち込み、ご使用する

場合（１品目１日につき  ５５円） 

クラブ活動 実費（必要材料費等） 

行事参加費 行事に参加された場合、費用に応じた実費をいただきます 

貴重品保管費 
利用者または家族から貴重品の保管依頼を受けた場合（１日につき 

２０円） 

水分費 利用者の希望による飲み物を提供した場合（１日につき ７０円） 

送迎費 
利用者の居宅が通常のサービス提供実施地域以外の場合、送迎に

要する費用の実費を請求いたします 

キャンセル料 

利用者の都合により、サービス利用をキャンセルした場合 

① 利用予定時間までにご連絡をいただいた場合 

無料 

② 利用予定時間までにご連絡がない場合 

予定していた利用日数分の利用料（１０割）の１０％ 

その他 

日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と

認められるもの（利用者の希望により提供する日常生活上必要な身の

回り品など）について、費用の実費をいただきます 
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